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はじめに 

 

 この「政務調査費の手引き」は、平成２０年６月２７日に設置された羽村市

議会運営協議会において、政務調査費の取扱要領を作成することが議会改革検

討項目として取り上げられたことを受け、議会運営協議会並びに各会派による

協議を重ね、平成２０年１１月１１日の第１０回羽村市議会議員全員協議会に

おいて決定し、平成２０年度分の政務調査費から適用するものです。 

 協議にあたっては、政務調査費の目的を再確認し、使途の透明性の確保、情

報公開を念頭におきました。今後、この手引きを活用することで、羽村市議会

における政務調査費の使用がより適正に、また、透明性をもって市民に対する

説明責任を果たすことができるように努めてまいります。 

 なお、この手引きに疑義が生じた場合や、社会情勢の変化により改定若しく

は新たに加えるべき事項が発生した場合は、全会派によって検証をし、必要に

応じて変更をしていくこととします。 

 

 

 

 

                       平成２０年１１月 

                          羽 村 市 議 会 
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羽村市議会政務調査費の取扱いについて 

 
１ 政務調査費とは                           

 平成１２年５月に地方自治法の一部が改正され、地方議会の活性化を図りその

審議能力の向上を目的に、地方議会の議員の調査活動基盤の充実を図る観点か

ら、地方議会における会派又は議員に対し調査研究に資するため必要な経費の

一部として、条例により政務調査費を交付する制度がつくられた。 
 政務調査費は、条例に基づき、羽村市議会議員の調査研究に必要な経費の一

部として会派に交付されるものであり、調査研究活動以外の経費に充てること

はできない。また、使途については透明性の確保を図ることが必要であり、調

査研究活動を行う会派の責任において政務調査費の執行管理に努めなければな

らず、その説明責任は会派に帰するものである。 
 
２ 羽村市議会政務調査費の交付に関する条例等について 

（１）経過 
地方自治法の一部を改正する法律により、それまで「羽村市議会市政調査研

究費の交付に関する規則」に基づき支給していた政務調査費は、平成１３年４

月１日以降、条例で定めることとなった。羽村市では平成１３年３月「羽村市

議会政務調査費の交付に関する条例」を制定した。 

その後、平成１５年３月には年度途中での議員増への対応規定を追加し、さ

らに平成１７年３月には、議会改革検討委員会での審議・報告を受け、以下の

点を改正した。 
・収支報告への領収書添付の義務化 
・収支報告書等の保存期限の延長（３年→５年） 
・年度途中での議員の減及び会派間の異動への対応（月割による交付額の増

減）規定の追加 
・収支報告書の書式変更（充当対象額と充当額の明確化） 

 
（２）根拠法令等 

①地方自治法第１００条第１４項及び第１５項 
②羽村市議会政務調査費の交付に関する条例 
③羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 

    第６条関係別表「政務調査費使途基準」 
  ④使途基準についての通知 
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（３）申請から交付まで 
  ①交付対象（条例第２条） 

    政務調査費は、羽村市議会の会派（所属議員が１人の場合を含む。以

下「会派」という。）に対して交付する。 

  ②交付額及び所属議員数（条例第３条） 

    交付額は、年額１８０，０００円に会派所属議員数を乗じて得た額と

する。 

※ 議員数は、毎年４月１日現在の所属議員数とする。 
※ 年度の途中で、議員の辞職、失職、死亡、除名若しくは脱会により

会派の所属議員数が減となった場合又は議会の解散若しくは会派の

解散により会派が存在しなくなった場合は、減又は存在しなくなっ

た日の属する月の翌月から年度末までの月数に減となった所属議員

又は存在しなくなった会派の所属議員１人につき１５，０００円を

乗じて得た額を減額する。 
※ 年度の途中で、新たに議員となった者その他の議員が会派を結成し

た場合又はすでにある会派に加入し当該会派の所属議員数が増とな

った場合は、増となった日の属する月の翌日から年度末までの月数

に、新たに結成された会派の所属議員又は増となった所属議員１人

につき１５，０００円を乗じて得た額を、当該会派に追加交付する

ものとする。 
※ 上記計算においては、同一議員について重複して行うことができな

い。 
  ③交付申請（条例第４条） 
    会派代表者は、毎年４月３０日までに政務調査費交付申請書を、議長

を経由して市長に提出しなければならない。 

  ④交付決定（条例第６６条） 

    市長は、政務調査費の交付申請があったときは、速やかに交付決定を

行い、議長を経由して代表者に通知するものとする。 

  ⑤交付請求及び交付（条例第７条） 

    代表者は、交付決定通知を受けた後、政務調査費交付請求書を、議長

を経由して市長に提出するものとする。 

  ⑥収支報告（条例第９条） 

    会派の経理責任者は、収支報告書を作成し、領収書等の証拠書類を添

えて議長に提出しなければならない。 
    収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について､毎年４月３０

日までに提出しなければならない。 
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  ⑦政務調査費の返還（条例第１０条） 

    市長は、第３条第３項の減額の規定を適用するにあたり、すでに減額

前の額の政務調査費を交付している場合は、その差額の返還を命ずるも

のとする。 
    市長は、会派がその年度に交付を受けた政務調査費の総額から、当該

会派が市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控

除して、残余があるときは、その返還を命ずることができる。 

  ⑧収支報告書等の保存（条例第１１条） 

    議長は、収支報告書等を提出期限の日から起算して５年を経過する日

まで保存しなければならない。 
 
３ 羽村市議会政務調査費の取扱いに関する見直しについて 

（１）要領の作成について 

 羽村市議会政務調査費の使途については、適正な執行が行われるよう、条例施

行規則に「政務調査費使途基準」を示しているが、政務調査費の一層の透明性

を確保し、議員の調査活動基盤の充実を図るため「羽村市議会政務調査費の取

扱いに関する要領」を作成する。 

要領は、支出の原則や支出することができない経費を明記するなど、条例や

条例施行規則を補足するものであり、その運用にあたっては羽村市議会全会派

一致を原則とした。また、あわせて使途基準の補足事項を別に示した。 

 なお、要領及び補足事項中の認められる支出の例や留意事項はあくまでも一

つの目安であり、例示したもの以外にも様々なケースが考えられる。政務調査

費を充当するにあたっては、公金の支出であることを踏まえ、その適否を判断

していくことが必要である。また、要領、補足事項の取扱いについて疑義が生

じたり、新たな課題が発生した場合は、全会派によって検証し、必要に応じて

見直していくこととする。 
 
（２）証拠書類の整備等について 

領収書等を一定のルールの下に整理し提出するため、収支報告明細書（別記

様式１）に「政務調査費領収書等添付用紙」等（別記様式２～６）を添付する。 
添付用紙は収支報告明細書の細目ごとに作成し、その内容や経費がわかるよ

う具体的に内容を記載するとともに、領収書等の証拠書類を貼付する。 
 

（各項目共通） 

○ 政務調査費領収書等添付用紙（別記様式２） 
⇒１つの支出につき上記書式１枚を使用し、支出項目・支出日・支出先・
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支出内容を明記の上、領収書その他証拠書類を貼付する。 
 

（研究研修費のうちの研修会参加、調査旅費） 

○ 政務調査費領収書等添付用紙（調査旅費等）（別記様式３） 
○ 視察等実施報告書（別記様式４） 

⇒会派で実施した視察・研修会等参加（日帰り・宿泊）の結果報告を行う。 

⇒旅費が発生する支出については、日帰り・宿泊いずれの場合でも別記様

式３による。あわせて、別記様式４により視察等の実施報告を行うもの

とする。 
 

（資料購入費） 

○ 政務調査費領収書等添付用紙（別記様式２） 
⇒書籍の場合は、備品台帳（別記様式５）を別に整備する。 
⇒備品台帳には規格・購入金額・購入先のほか、現に保管している場所を

明記する。また、貸出しを行っている場合は、別に貸出簿により管理を

行うこととする。 
 

（広報・広聴費） 

○ 政務調査費領収書等添付用紙（別記様式２） 
⇒議会報等を添付する。 
⇒広報広聴費を充当した場合、会報その他資料（案内、報告書等）を添付

する。 
 

（人件費） 

○ 政務調査費領収書等添付用紙（別記様式２） 
⇒雇用契約書を添付する。 

 
（事務所費） 

○ 政務調査費領収書等添付用紙（別記様式２） 
⇒当該事務所の概要が分かる書類（所在地、見取り図等）を添付する。 
⇒備品等購入については、備品台帳（別記様式５）を整備する。 

 
（証拠書類等が添付できない場合） 

○ 支出証明書（別記様式６） 
⇒領収書等の添付資料がない場合、別記様式６により会派代表者が支出し

たことを証明する。 
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収支報告明細書添付書類一覧 
 

 項 目 領収書等添付用紙 必要に応じて添付する資料 

研究研修費   

研修会参加 
調査旅費（別記様式３） 

視察等報告書（別記様式４） 

研修会実施 共通（別記様式２） 

・研修会等の案内 
・チラシ 
 

調査旅費 
調査旅費（別記様式３） 

視察等報告書（別記様式４）
視察内容のわかる資料等 

会議費 共通（別記様式２） 会議の案内等 

資料作成費 共通（別記様式２） 作成した資料 

資料購入費 共通（別記様式２） 書籍の場合は備品台帳を備える 

広報広聴費 共通（別記様式２） 会報、案内、報告書等 

人件費 共通（別記様式２） 雇用契約書 

事務所費 共通（別記様式２） 
・当該事務所の概要が分かる書類

・備品台帳を備える 

 

※ 公共交通機関の運賃等、領収書等の証拠書類を入手し難い場合は、支出証

明書（別記様式６）を添付するものとする。 
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羽村市議会政務調査費の取扱いに関する要領 

 
（目的） 

第１条 この要領は、羽村市議会における政務調査費（以下「政務調査費」と

いう。）の支出等について、適正な取扱いに資するため、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（適用等） 

第２条  政務調査費の取扱いについては、羽村市議会政務調査費の交付に関す

る条例（平成１３年条例第１５号）及び羽村市議会政務調査費の交付に関する

条例施行規則（平成１３年規則第６号）に定めるもののほか、この要領に基づ

くものとする。 

２  政務調査費の取扱いについて疑義が生じたときは、その都度、全会派によ

って検討し、検討結果をこの要領に反映させていくものとする。 

 

（支出の原則） 
第３条  政務調査費は、議員報酬を補完するものとの誤解を招かないよう会派

に対して交付されるので、会派として行う市政に関する調査研究に要する経費

にのみ支出することができる。 

２ 前項の趣旨に鑑み、いわゆる一人会派においては、政務調査費の支出に際

し、会派活動の経費であることを明らかにするよう努めなければならない。 

３  前２項の趣旨に鑑み、政務調査費の支出に際しては、会派の所属議員個人

の判断ではなく、会派としての意思決定がなされていなければならない。 

４ 政務調査費は、政党活動に関する経費に支出することはできない。 

５ 政務調査費は、後援会、選挙関係、交際費などの私的消費に支出してはな

らない。 

６ 支出した政務調査費の内容については、会派として説明責任が果たせるよ

う、支出明細、視察報告、その他関係書類が整備されていなければならない。 

 

（支出することができない経費） 
第４条 次の各号に掲げる経費については、政務調査費を支出することはでき

ない。 

(1)  政党への賛助金、会費、寄付金、広報紙・パンフレットの作成、政党事

務所の設置･維持管理等、政党活動に関する経費 

(2)  政党機関紙の購読に要する経費 

(3)  後援会活動に関する経費（後援会発行の広報紙、後援会主催の報告会を
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含む。） 

(4)  選挙活動に関する経費 

(5)  議員個人としての団体等への加入金、会費等 

(6)  慶弔費、祝金、せんべつ、あいさつ状等交際・儀礼に要する経費 

(7)  親睦や飲食を主目的とした会合への参加経費 

(8)  式典、あいさつ等だけの出席に要する経費 

(9)  議員の飲食に係る経費（食品、給食等の調査研究のために飲食する場合

を除く。） 

(10)  新聞紙及び週刊誌等のうち行政に関する専門的な内容及び地域の記 

事・ニュースを中心に掲載しているもの以外の購読に要する経費 

(11)  政党の事務所と会派事務所を兼ねている場合の経費（按分の根拠を示す

ことが難しい。） 

(12)  議員の自宅等を会派事務所としている場合の経費（按分の根拠を示すこ

とが難しい。） 

(13)  事務所（不動産）の購入に要する経費 

(14)  自動車や高額な備品及び使用頻度の低い備品、並びに政務調査活動に直

接必要としない備品の購入経費 

(15)  議員と世帯を一にする者又は二親等以内の親族に対する賃金 

(16)  公職選挙法その他法令等の制限に抵触する事項に対する経費 

(17)  その他市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のもの 

 

（使途基準の補足事項） 
第５条 羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則別表の使途基準

（以下「使途基準」という。）の運用にあたっては、別に定める「羽村市議会

政務調査費使途基準補足事項」を参考とする。補足事項には「認められる支出

の例」等の他、「留意事項」として具体的な事例を示す。 

 

（備品の購入に係る注意事項） 

第６条  会派が備品を購入し政務調査費を支出しようとするときは、賃借等の

代替手段がないかを検討した上で購入するものとする。 

２  会派が備品を購入し政務調査費を支出したときは、備品名、用途、購入年

月日、購入金額等を記入した備品台帳を作成し、保管しなければならない。 

３ 備品台帳に記載した備品は、会派の事務所又は議事堂内の会派控室に保管

しなければならない。 

４ 備品台帳に記載された備品は、原則として償却期間内に廃棄することを認

めない。 
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５ 会派が備品台帳に記載した備品を廃棄処分とするときは、当該台帳に処分

年月日、処分理由等を記入しなければならない。 

６ 会派が解散したときに所有していた備品の帰属は、議会事務局となるもの

とする。 

 

（証拠書類の整備等） 

第７条  会派は、政務調査費の支出について、使途基準の項目ごとに政務調査

費収支報告明細書（別記様式１）を作成し、収支報告書の提出時に添付しなけ

ればならない。 

２ 会派は、政務調査費の支出について、政務調査費収支報告書の細目ごとに

政務調査費領収書等添付用紙（共通）（別記様式２）を、また、必要に応じて、

政務調査費領収書等添付用紙（調査旅費等）（別記様式３）、視察等実施報告書

（別記様式４）、備品台帳（別記様式５）及び支出証明書（別記様式６）を作

成し、政務調査費収支報告書の提出時に添付するものとする。 

３ 領収書等の証拠書類が感熱紙である場合は、経年により印字が判読できな

くなる恐れがあることから、写しを作成し原本とともに保存しておくものとす

る。 

４ 領収書等の証拠書類は、後に市民等による閲覧が容易となるよう重ならな

いようにして添付用紙に貼付し、保存するものとする。 

５  政務調査費の支出にあたり、公共交通機関の運賃等、領収書等の証拠書類

を入手し難い場合は、支出証明書を添付するものとする。 

 

（会派における管理） 

第８条 会派は、当該会派に係る政務調査費の交付及び支出を記録しておかな

ければならない。ただし、専用の口座を開設したときは、通帳への記帳をもっ

てこれに代えることができる。 

２ 前項の口座に政務調査費を入金し管理している間に利子収入が生じたとき

は、議長への政務調査費の収支報告において、収入として計上しなければなら

ない。 

 

（支出状況等の公開） 

第９条 政務調査費の収支報告及び残余額の返還が終了し各会派の支出額が確

定したときは、これを議会ホームページ及び議会だよりに掲載し、市民へ周知

するものとする。 

２ 前項の掲載内容は、会派ごとに交付額、収支報告明細書、使途基準ごとの

支出額及び支出総額、残余（返還金）の額とする。 
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３ 羽村市議会政務調査費の交付に関する条例第９条の規定により、会派責任

者から議長に提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類は、羽村市情報公

開条例に定める開示請求の手続きを経ることなく、だれでも議長に対し閲覧を

請求できるものとする。ただし、不開示情報が記録されている部分を除く。閲

覧用の文書は、議会図書室に常備するものとする。 
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別記様式 １

    政務調査費　収支報告　　明細書    （会派名＝ 　　　　　　　　　　　　）

（ 費・　　　　枚のうち　　　枚）

№
支出年月日 件　　名 内　　　　　　　容

金額(円)
（領収書の日付）

（交通費、宿泊費、
研修参加費　等）

（出席したセミナーの演題や開催日・場所、
書籍名、利用した駅名等）

備考

計
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別記様式　２

（会派名　　　　　　　　）

研究研修費 会議費 資料作成費

資料購入費 広報広聴費 人件費

事務所費 その他の経費

支出年月日 　　年　　月　　日 支出金額 　　　　　　　　　　円

支出先

支出内容

〈領収書等貼付〉

支出項目

政務調査費領収書等添付用紙（共通）
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別記様式　３

（会派名　　　　　　　　）

　　　　　年　　　月　　　日　　～　　　　　年　　　月　　　日

経路 備考

円× 人× 回 円

円× 人× 回 円

円× 人× 回 円

円× 人× 回 円

ガソリン代 キロ× ㍑ 円

有料道路通行料 円× 回 円

駐車場代 円× 回 円

自動車借上料 円

円× 人× 泊 円

円× 人× 泊 円

円× 人× 泊 円

資料代

その他

合計

１人当り 円
※領収書は別に添付

宿泊代

政務調査費領収書等添付用紙（調査旅費等）

宿泊料 備考

　　　　　　　　　　　　　　円

視察実施日

旅費等

視察先

視察参加者

（　　　　　人）

計算

経
費
内
訳

交通費

宿泊先宿泊日

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円
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別記様式　４

（会派名　　　　　　　　　　　　）

視察実施日 　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

視察目的

視察先

対応者

　　　　※資料別添のとおり

視
察
概
要
及
び
所
見

視察参加者

（　　　　　人）

視 察 等 実 施 報 告 書
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別記様式　５

（会派名　　　　　　　　　　　　）

№ 品　　　名 規　　　格 購入年月日 購入金額 購入先 保管者・場所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

備　品　台　帳
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別記様式　６

（会派名　　　　　　　）

金　　　　額 円

研究研修費 会議費 資料作成費

資料購入費 広報広聴費 人件費

事務所費 その他の経費

内　　　　容

支払年月日

支　払　先

上記金額を、政務調査費として支払ったことを証明する。

　　　年　　　月 　　日

会派名

代表者名 印

支 出 証 明 書

支出項目
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政務調査費使途基準補足事項

第1項
政務調査費は、議員報酬を補完するものとの誤解を招かないよう会派に対し
て交付されるので、会派として行う市政に関する調査研究に要する経費にの
み支出することができる。

第2項
前項の趣旨に鑑み、いわゆる一人会派においては、政務調査費の支出に際
し、会派活動の経費であることを明らかにするよう努めなければならない。

第3項
前2項の趣旨に鑑み、政務調査費の支出に際しては、会派の所属議員個人
の判断ではなく、会派としての意思決定がなされていなければならない。

第4項 政務調査費は、政党活動に関する経費に支出することはできない。

第5項
政務調査費は、後援会、選挙関係、交際費などの私的消費に支出してはなら
ない。

第6項
支出した政務調査費の内容については、会派として責任が果たせるよう、支
出明細、視察報告、その他関係書類が整備されていなければならない。

会派が行う研究会、研修会及び講演会の実施に必要な経費並びに他の団体
が開催する研究会、研修会及び講演会等への所属議員の参加に要する経費
（会場費、講師謝礼金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等）

支出することが認
められる経費

第1号 政党への賛助金、会費、寄付金等政党活動に関する経費

第3号 後援会活動に関する経費

第4号 選挙活動に関する経費

第5号 議員個人としての団体等への加入金、会費等

第7号 親睦や飲食を主目的にとした会合への参加経費

第9号 飲食に係る経費（食品、給食等の調査研究のために飲食する場合を除く）

可
会派が承認したときは、個人または一部の議員が会派を代表して出席するこ
とを認める。

可
交通費は原則として公共交通機関の利用に係るものとする。ただし、合理的な
理由がある場合は、タクシー代・車両借上代・有料道路通行料も支出できる。

可
合理的な理由から自家用車を使用した場合のガソリン代については支出でき
る。

注意
宿泊費は合理的な理由がある場合のみ認める。その場合、原則として1人1泊
1万5千円〔市の条例（議員の費用弁償）の額〕を上限とする。

注意
宿泊は原則1泊朝食付きとする。宿泊費に夕食代が含まれている場合はこれ
を除く。

否 旅行保険料は、研究会等に直接必要な経費ではないので支出できない。

注意
手土産代は、直接公的職務活動に係る経費ではないので支出するのは適当
ではない。

否 講師の食事代は支出できない。

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第3条

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

支出の原則

区　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

規定

会場借上げ料、設備使用料／講師謝礼、派遣委託料／参加料、会費／資料代、テキスト代
／電車賃、バス料金／郵便料、事務用品代／宿泊料／振込料

(1)研修会等への参加

(2)講師謝礼

研
　
　
究
　
　
研
　
　
修
　
　
費

留意事項
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政務調査費使途基準補足事項

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する
経費（交通費、旅費、宿泊費等）

支出することが認
められる経費

第3号 後援会活動に関する経費

第4号 選挙活動に関する経費

第9号 飲食に係る経費（食品、給食等の調査研究のために飲食する場合を除く）

可
交通費は原則として公共交通機関の利用に係るものとする。ただし、合理的な
理由がある場合は、タクシー代・車両借上代・有料道路通行料も支出できる。

可
合理的な理由から自家用車を使用した場合のガソリン代については支出でき
る。

注意
宿泊費は合理的な理由がある場合のみ認める。その場合、原則として1人1泊
1万5千円〔市の条例（議員の費用弁償）の額〕を上限とする。

注意
宿泊は原則1泊朝食付きとする。宿泊費に夕食代が含まれている場合はこれ
を除く。

否 旅行保険料は、研究会等に直接必要な経費ではないので支出できない。

注意
手土産代は、直接公的職務活動に係る経費ではないので支出するのは適当
ではない。

否
日常的に使用する自動車に要する経費は認めない。（議員個人の使用との按
分の根拠を示すことが難しい）

会派における各種会議に要する経費（会場費、印刷製本費等）

支出することが認
められる経費

第3号 後援会活動に関する経費（後援会主催の報告会）

第4号 選挙活動関する経費

注意 研究研修費及び広報広聴費で対応する場合を除く。

注意
会場借上げ料は、議員控室等議事堂内の施設を使用できない場合のみ支出
できる。

調
　
　
　
　
査
　
　
　
　
旅
　
　
　
　
費

留意事項

留意事項

会
　
議
　
費

規定

区　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

先方の規定に基づく視察代／資料代／電車賃、バス料金／郵便料、消耗品代／資料
印刷費、コピー代／宿泊料／振込料

(1)研修会等への参加

(2)その他

規定

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

会場借上げ料、設備使用料／事務用品代、消耗品代／資料印刷費、コピー代

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

(1)会場借上げ料
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政務調査費使途基準補足事項

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費（印刷製
本費、翻訳料、事務機器購入・リース代等）

支出することが認
められる経費

第1号 政党の広報紙・パンフレットの作成等政党活動に関する経費

第3号 後援会活動に関する経費（後援会発行の広報紙）

第4号 選挙活動に関する経費

第6号 あいさつ状などに関する経費

注意 事務機器の購入及びリースは、相当の合理的理由がない場合は認めない。

注意

会派が備品を購入し政務調査費を支出しようとするときは、賃借等の代替手
段がないかを検討した上で購入するものとする。購入の場合は備品台帳を、
リース等の場合は品名、契約先、契約期間、契約金額及び設置場所を記入し
た借入台帳を作成する。

可
会派が備品を購入し政務調査費を支出したときは、備品名、用途、購入年月
日、購入金額等を記入した備品台帳を作成し、保管しなければならない。

可
備品台帳に記載した備品は、会派の事務所又は議事堂内の会派控室に保管
しなければならない。

注意
備品台帳に記載された備品は、原則として通常の償却期間内に廃棄すること
を認めない。

注意
会派が備品台帳に記載した備品を廃棄処分とするときは、当該台帳に処分年
月日、処分理由等を記入しなければならない。

注意
 会派が解散したときに所有していた備品の帰属は、議会事務局となるものと
する。

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
（書籍購入代、新聞雑誌購読料等）

支出することが認
められる経費

第2号 政党機関紙の購読に要する経費

第4号 選挙活動に関する経費

第10号
新聞紙及び週刊誌等のうち行政に関する専門的な内容及び地域の記事・
ニュースを中心に掲載しているもの以外の購読に要する経費

注意
複数部の購入は認めない。ただし、テキストとして使用する場合はこの限りで
はない。

否 複数部の購入は認めない。

注意
三大新聞ほか一般的な新聞・雑誌の購読は認めない。ただし、地域の記事・
ニュースを掲載しているものの購入は認める。

資
　
　
　
料
　
　
　
作
　
　
　
成
　
　
　
費

留意事項

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

区　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

規定

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

調査票等の印刷費／封筒代、郵便料／臨時雇い賃金、委託料／原稿作成料、翻訳料
／事務用品代、消耗品費／印刷製本費

(1)書籍購入代

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

(1)事務機器購入・リース代

(2)備品購入（リース等もこれに準ずる）

規定

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

資
　
料
　
購
　
入
　
費

参考図書代／新聞・専門誌の購読料／ＤＶＤ等電子メディア購入費

(2)新聞雑誌購読料

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

留意事項
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政務調査費使途基準補足事項

会派が行う調査研究活動、議会活動及び市政に関する政策等の広報広聴活
動（情報機器購入・リース代、印刷費、送料、会場費等）

支出することが認
められる経費

第1号 政党の広報紙、パンフレットの作成等政党活動に関する経費

第3号 後援会活動に関する経費

第4号 選挙活動に関する経費

資料作成費の事務機器購入・リースの考え方に準ずる

注意
一人会派の会報に係る経費については、その旨及び発行者が会派であること
が明示されており、かつ内容が会派の議会活動とみなせる場合のみ支出でき
る。

否 議員個人のホームページ、ブログに関する経費は認めない。

会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

支出することが認
められる経費

第3号 後援会活動に関する経費

第4号 選挙活動に関する経費

第15号 議員と世帯を一にする者又は二親等以内の親族に対する賃金

否 政党の事務員と兼ねることはできない。

否 秘書事務に従事させることはできない。

可 資料作成に係る委託料、会報等の配付委託料等は認める。

会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費
（事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入・リース代等）

支出することが認
められる経費

第1号 政党事務所の設置・維持管理等政党活動に関する経費

第4号 選挙活動に関する経費

第11号
政党の事務所と会派事務所を兼ねている場合の経費（按分の根拠を示すこと
が難しい）

第12号
議員の自宅等を会派事務所としている場合の経費（按分の根拠を示すことが
難しい）

第13号 事務所（不動産）の購入に要する経費

第14号
自動車や高額な備品及び使用頻度の低い備品、並びに政務調査活動に直
接必要としない備品

留意事項 可
庁舎内の会派控室の経費については認める。（電話料金、事務機器のリース
料、FAX・コピー用紙、インターネット利用料、インク代）

人
　
件
　
費

規定

広
報
広
聴
費

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

規定

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

会報等の印刷製本費／会報等の郵送料、配布委託料／議会報告会の案内郵送料／
議会報告会の会場借上げ料、設備使用料／会議記録の作成委託料／事務用品代、消
耗品費／ホームページの開設及び維持管理に係る経費

支出することがで
きない経費（要領
第4条）

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

(1)情報機器購入・リース代

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

臨時雇い等の事務員の賃金

区　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

留意事項

(3)ホームページ

(2)会報

事
　
　
務
　
　
所
　
　
費

(1)人件費

留意事項

規定

羽村市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第6条

会派事務所の賃借料、維持管理費／備品・機器の購入費、賃借料／通信費

羽村市議会政務調査費の取り扱いに関する要領第4条

支出することがで
きない経費（要領
第4条）
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